
令和６年度～令和８年度 県庁案内等業務委託仕様書（案）

静岡県（以下「甲」という。）を委託者とし、 （以下

「乙」という。）を受託者として、令和 年 月 日付けで締結した「県庁案内等業務委

託契約」については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

１ 業務内容等

(1) 業務場所の名称及び所在地

静岡県庁庁舎内 静岡市葵区追手町９番６号

(2) 業務実施日

令和６年４月１日から令和９年３月 31 日まで。ただし、静岡県の休日を定める条例

（平成元年静岡県条例第８号）第１条に掲げる日を除く。

(3) 業務時間及び従事者人数（資料１参照）

業務は、午前８時 30 分から午後５時までの間に行うものとし、業務ごとの業務時間

及び従事者の人数は、以下のとおりとする。

(4) 業務内容

委託する業務の内容は、次のとおりである。（資料２「県庁案内等業務委託内容一覧

表」参照）

① 県庁案内

ア 案内所（対面による担当部局の紹介や案内）

イ 電話案内（電話による応答・取次ぎ）

ウ 県庁見学

エ 上記業務の遂行に必要な業務

業務内容 業務時間 従事者人数 備 考

県
庁
案
内

案内所 9：00～17：00 常時１名（本館）

電話案内 8：30～17：00 常時１名

県庁見学
年間 475 時間程

度

１日最大６組

１組当たり１名

申込者数によ

り時間の増減

あり

県
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

棚 卸 を 除

く業務
8：30～16：00 常時１名

棚卸実施期間

中の 50 日間

は、常時２名

が県民サービ

スセンターで

従事

棚卸業務
9：00～12：00、

13：00～16：00

原則として８月～10 月の 50

日間（年間 300 時間）

１名

一般事務 １日４時間
統括責任者の

兼務可



② 県民サービスセンター業務

ア 案内業務（来庁者への庁内全般の案内）

イ 行政資料等の案内・貸出、棚卸（棚卸は原則８～10 月に年 50日間実施）

ウ 新着行政資料等のデータ入力・配架・関係機関への送付作業

エ 情報公開の窓口案内

オ 県立中央図書館予約図書の貸出・返却

カ デジタルオフィスエリア利用者への対応

キ 閉所までの業務を行う職員への申し送り

ク その他県民サービスセンターの運営に必要な業務

③ その他

一般事務(県庁見学の調整、資料収集、SDO1データベース管理、集計等)

(5) 県庁見学の受け入れの決定

県庁見学の受け入れは、原則として見学予定日の２週間前までに甲が決定するものと

する。

２ 従事者及び統括責任者の要件

(1) 乙は、業務を支障なく遂行できる能力を有し、次の要件をすべて満たす者を本委託業

務の従事者（以下「従事者」という。）とする。

ア 接客や利用者案内など対人業務を主とする業務の１年以上の経験を有すること。

イ 業務実施日の半数以上の日に業務に従事できること。ただし、甲がやむをえない

と判断した場合はこの限りではない。

ウ パソコンを使用した検索、簡易な文書作成ができること。県民サービスセンター

の従事者においては、デジタルオフィスエリア利用者の問合せ（パソコン操作、

Wi-Fi 接続、Web 会議ソフトの利用等）に対応できる程度の知識と能力を有するこ

と。

エ 社会的常識と品格を備え、明朗で親切丁寧な対応ができること。

(2) 乙は、従事者の中から、従事者を統括する責任者（以下「統括責任者」という。）を

１名以上選任し、次の任にあたらせるものとする。

ア 他の従事者の指揮監督と業務処理の統括

イ 業務履行に関する甲との連絡調整

ウ 従事者への連絡事項の伝達、意見の集約

エ その他、業務遂行上必要な事項

(3) 統括責任者は次の要件をすべて満たす者とし、業務実施日の午前８時 30 分から午後

５時まで業務場所に常駐するものとする。

ア ３年以上の就業経験を有し、高い責任感と統率力を備えていること。

イ 接客や利用者案内など対人業務を主とする業務において、リーダー的立場にあっ

1全県庁職員がアクセスできる県庁のネットワーク。電子メールや全職員が閲覧できる掲示板、

行政に関する資料のデータベースなどがネットワーク内に存在する。



た経験を有すること。

(4) 統括責任者は、一般事務以外の業務には従事しないものとする。ただし、甲がやむを

えないと判断した場合はこの限りではない。

３ 従事者及び統括責任者の承認

乙は、委託業務の実施に当たって、様式第１号の１により従事者及び統括責任者の名

簿を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。

甲は、乙から提出のあった従事者及び統括責任者について、２の要件を満たしている

と判断した場合はこれを承認するものとする。

４ 従事者の配置及び変更

乙は、委託業務の効率的かつ円滑な執行の確保を図るため、次の各号に掲げる場合を除

き、従事者を契約期間満了まで従事させるものとする。

(1) 乙の事情による従事者の変更

乙は、業務開始後に従事者に発生した人事管理上やむを得ない理由により、従事者の

変更を行う場合には、14 日前までに文書（様式第１号の１に準じて作成）により甲に

提出し、甲の承認を得なければならない。統括責任者を変更する場合においても同様と

する。

(2) 甲の事情による従事者の変更

甲は、乙が委託業務を実施する上で従事者の能力が不足と認められる場合や勤務態度

が不適性と認められる場合には、乙に対し、当該従事者の変更を申し出ることができる

ものとする。

５ 勤務ローテーション表の作成及び変更

(1) 乙は、月の前半分（1 日から 15 日）と後半分（16 日から月末）の勤務ローテーショ

ン表（様式第３号）を作成し、前半分は前月 21 日まで、後半分は当月６日までに甲に

提出するものとする。ただし、４月の前半分は最初の業務実施日まで、５月の後半分は

５月５日以降最初の平日までに甲に提出するものとする。

(2) 乙は、既に提出している勤務ローテーション表の変更を行う場合、速やかにその旨を

甲に連絡するとともに、変更後の勤務ローテーション表を遅滞なく甲に提出するもの

とする。

６ 従事者の研修等

(1)乙は、従事者に対し、県庁案内等業務を行うに当たって、ふさわしい言葉遣いや態度

及び県庁に関する知識や情報の習得等、事前に十分な研修を行った上で業務に当たるも

のとする。また、個々の従事者の従事状況を常に把握し、適宜、必要な指導や研修等を

行うものとする。

(2)甲は、乙に対し、委託業務に必要な情報を提供するとともに、必要に応じて甲が実施



する研修に乙及び従事者が参加する機会を提供することができるものとする。

７ 非常時の対応

(1)従事者は、火災・地震等の非常時には、甲が別に定める事項に従うものとする。

(2)乙は、甲が実施する防災訓練等に、従事者が積極的に参加できるよう配慮するものとす

る。

８ 施設等の提供

甲は、乙が委託業務を処理するために、甲が必要と認めた光熱水及び施設の一部を提供

する。この場合、使用料は無償とするが、乙は善良な管理者の注意をもって取り扱うもの

とする。

９ 業務体制、報告等

(1) 従事者は、業務開始前までに甲からの指示事項の有無を確認して配置につき、案内等

業務の準備にあたるものとする。

(2) 乙は、甲が別に定めるマニュアル等により、業務を行うものとする。

(3) 従事者は、日々の業務終了後、業務ごとの「業務日誌」（様式第４号の１～５）及び

案内所日報（様式第５号）を記録して甲の担当職員に提出するものとする。なお、疑義

等が生じた場合には、速やかに甲の担当職員に連絡するものとする。

(4)乙は、当該月の業務終了後、その翌月の 10日までに実績報告書（様式第２号の 1～３）

を甲に提出するものとする。

10 業務を行う上での留意点

(1) 乙は、委託業務を実施するに当たって、労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令を

遵守しなければならない。

(2）乙は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び契約期間

満了後においても同様とする。

(3) 乙は、従事予定者に対して、業務内容や従事者に必要な要件、秘密保持、個人情報保

護等について十分な説明を行った上で、従事者に選任するものとする。

(4) 従事者は、乙が用意し甲の承認を得た制服を着用するとともに、周囲に対し不快感を

与えないように配慮するものとする。

(5) 従事者は、業務内容に精通するよう常に研鑽に努めるものとする。なお、疑義等が生

じた場合には、速やかに甲の担当職員に連絡するものとする。

(6) 乙は、甲と契約内容に関し協議する場合にその対応を速やかに進めるため、本契約の

事務責任者を定め、様式第１号の１により甲に報告するものとする。

11 引継ぎ

(1) 乙は、甲が承認した従事者を変更する場合は、新たな従事者に対して、業務の事務引



継ぎを円滑に行わせるものとする。なお、当該事務引継ぎに係る費用は、乙の負担とす

る。

(2) 乙は、業務の円滑化のため、契約期間の翌年度の受託者への事務引継ぎを行うものと

する。なお、当該事務引継ぎに係る費用は、乙の負担とする。

12 様式

委託業務に関する書類の様式は次のとおりとする。

（1） 契約書第 10条第２項、仕様書 10の（6）の従事者等名簿 様式第１号の１

（2） 契約書第 15条第２項の個人情報取扱い業務従事者等名簿 様式第 1 号の２

（3） 契約書第 17条の実績報告書 様式第２号の 1～３

（4） 仕様書５の（1）の勤務ローテーション表 様式第３号

（5） 仕様書９の（3）の業務日誌 様式第４号の１～５

（6） 仕様書９の（3）の案内所日報 様式第５号

（7） 別記個人情報取扱特記事項第 11条第 10 項(4)の個人情報を 様式第６号

管理するための台帳



(資料１)

案内所(１人体制　案内時間 9:00～17:00 ＋準備等10分)

電話案内（１人体制　8:30～17:00 ）

サービスセンター

Ａ　［8月～10月中　50日間］　２人体制　①8：30～16:00　②9:00～12:00、13:00～16:00　

Ｂ　［Ａ以外の期間]　１人体制　8:30～16:00　　

通年

8月～10月中
50日間

（棚卸業務）

一般事務

業務に要する時間

１日 延べ８時間

１日 延べ8.5時間

１日 延べ時間13.5時間

１日 延べ時間7.5時間

１日 ４時間平均

年間190組計算 １組 ２.５時間

部分は従事者常駐時間

業務時間及び従事者人数　

8:50- 
9:00

9:00- 
10:00

10:00-
11:00

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館

8:30- 
9:00

9:00- 
10:00

10:00-
11:00

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

16:00-
17:00

電話 電話 電話 電話 電話 電話 電話 電話 電話

8:30- 
9:00

9:00- 
10:00

10:00-
11:00

11:00-
12:00

12:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
15:00

15:00-
16:00

センター センター センター センター センター センター センター センター

センター センター センター センター センター センター

※Ａの8月～10月中50日間の棚卸業務実施日は、他業務への従事者の配置等を考慮の上調整する。

　　　　県庁見学調整、集計、案内資料収集整理、DB・問答集管理等（１日４時間平均）

案内所(１か所)

電話(１台)

サービスセンター　8月～10月の間の50日（2人）

サービスセンター上記以外の期間　（1人）

一般事務

県庁見学



-

（資料２）

県庁案内等業務委託内容一覧表

※ 県庁案内等業務関係資料（業務手引き抜粋等）参照

業 務 内 容

県

庁

案

内

案内所（本館） ・案内所における来庁者対応

電話案内（1回線）
・電話での問合せへの担当部署への取次ぎ等（1 回線）

・案内用データベースの管理

県庁見学

1 日最大 6 組

1組30人程度を

1 人で案内

・1 年を通じて受け入れる県庁見学における案内と説明、アンケート集計等

概ね 10 人以上の団体（含外国人）を対象に随時申込みを受け実施

・甲があらかじめ日を定めて実施する県庁見学における案内と説明、アンケート

集計等

夏休み親子県庁見学、1 人でも参加できる県庁見学（個人県庁見学）、職員

の家族を対象とした県庁見学ほか

・その他県庁見学に関する事務処理

見学 Q&A等の資料整理

県
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

案内業務 ・庁内全般の案内所としての来庁者対応

行政資料等の案内・

貸出、棚卸

・行政資料等の案内

・行政資料等の貸出、返却事務

・利用者の登録

・行政資料等の棚卸作業（年間 50日）※棚卸作業は原則８～10月に実施

新着行政資料等のデ

ータ入力・配架・関係

機関への送付

・担当課等から収集した資料の登録・配架作業(行政資料及び統計資料、パンフ

レット、自由閲覧コーナー資料等)

・総合庁舎等への発送作業(原則月２回)

・収集・配架に関する事務処理

情報公開の窓口案

内

・情報公開及び個人情報開示の案内

・情報公開相談室の利用予約の受付

図書の貸出・返却 ・県立中央図書館予約図書の貸出・返却対応、図書類の保管

デジタルオフィスエリ

ア利用者への対応
・パソコン操作、Wi-Fi 接続、Web 会議ソフトの利用等に関する問合せ対応

その他県民サービス

センターの運営に必

要な業務

・県民サービスセンターの維持管理(各コーナーの管理、書架等の整理、新聞の

配架)

・県民サービスセンターの日毎利用者集計(閲覧者、資料案内、パンフレット案

内、担当課案内、その他の案内等)

・その他の集計(各資料の受入数、情報公開件数、パンフレット受入件数等)

・コピー機の利用案内・故障時の連絡等

そ

の

他

一般事務

・県庁見学の実施に関する事務

見学受付、見学場所の予約、通知、配布資料準備、アンケート年間集計の作成

等

・資料収集等

業務に必要な資料の収集・作成・整理、SDOデータベース管理等

・県庁案内月別集計の作成

業務案内件数・電話案内件数・県庁見学者数(年令別)


